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第１ 第５次登米市行財政改革大綱について 

本市の総合的なまちづくりの指針である「登米市総合計画」が掲げる「協働による

登米市の持続的な発展」の実現のためには、財政基盤の強化や効率的で効果的な行財

政運営が必要であり、平成 17 年度以降、４次にわたり登米市行財政改革大綱を策定

し、市民と行政との協働による取組をはじめ、適正な定員管理の推進や自主財源の確

保対策など、効率的な行政運営に努めてきました。 

こうした中、全国的な人口減少・少子高齢化の一層の進行や社会経済情勢の著しい

変化などにより、本市においても引き続き多くの財政需要が見込まれるとともに、市

民ニーズは、より一層多様化・高度化しており、多くの市民の満足度向上を図るため

には、安定的かつ持続的に公共サービスを提供していく必要があります。 

また、持続可能なまちづくりに向けた新たな課題への取組も進めており、事業の評

価・検証に基づく施策の選択と集中により業務の更なる効率化を図ることで、行政サ

ービスの向上に取り組む必要があります。 

このため、本市の行財政改革の指針となる、第５次登米市行財政改革大綱を策定す

るものです。 

 

第２ 第５次登米市行財政改革大綱の位置づけと計画期間 

１ 位置づけ 

本市の最上位計画である「登米市総合計画」を実現するためには、政策の実現を支

える財政基盤や効率的で効果的な行財政運営が必要であり、そのための計画として位

置づけます。 

２ 計画期間 

登米市総合計画の基本計画期間に合わせ、令和８年度から令和 12年度までの５年

間を計画期間とします。 
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第３ これまでの行財政改革の取組 

本市では、これまで４次にわたり行財政改革大綱を策定し、大きく変化する社会経

済情勢に対応しつつ、継続的な行政サービスの提供・向上を図るため行財政改革の取

組を進めてきました。 

１ 第１次行財政改革（計画期間：平成 18年度～平成 22年度） 

行財政改革は、行政運営における単なる縮減や削減を行うのではなく、行政の役割

や在り方、行政組織、行政サービスの提供方法など行政運営全体の見直しを行ってい

くという考えの下、「市民満足度の向上」という行政の使命を踏まえ、「成果重視」と

「市民と行政の協働」という２つの視点から取組を行ってきました。 

また、行財政改革大綱に掲げた推進項目を着実に推進するため、集中改革プランを

策定して取り組んできました。 

２ 第２次行財政改革（計画期間：平成 23年度～平成 27年度） 

市民と行政はパートナーであるという意識の醸成を図り、市民や市民活動団体、コ

ミュニティ組織などがそれぞれの役割を担って、積極的に行政運営に参加できる仕組

みづくりの推進が必要なことから、「市民参画と連携、協働による改革」を基本方針

に掲げ、「市民とのパートナーシップの確立」「行政機能の効率化と職員の意識改革」

「持続可能な財政基盤の確立」の３つを改革の柱として、行財政改革に取り組んでき

ました。 

３ 第３次行財政改革（計画期間：平成 28年度～令和２年度） 

地域資源を活かした個性的で魅力的なまちづくりを推進していくためには、財政の

健全性を維持しつつ、市民と行政がそれぞれの役割と責任を担いながら連携と協力を

進めていく協働体制の確立が重要であるため、「協働による持続可能な行財政運営の

構築」を基本理念として掲げ、「協働によるまちづくりの推進」「持続可能な財政運

営の推進」「効率的な行政運営の推進」の３つを基本方針として、行財政改革に取り

組んできました。 

４ 第４次行財政改革（計画期間：令和３年度～令和７年度） 

人口減少や高齢化社会の進行に加え、令和２年度をもって普通交付税の特例加算措

置が終了し、一本算定となるなど、一般財源の減額が見込まれました。 

このような急激な変化の中で、本市が持続的に発展していくためには、適正な財政

規模へ移行していく必要があるため、「適正な財政規模への移行による持続可能な行

財政運営の推進」を基本理念として掲げ、「持続可能な財政運営の推進」「行政運営の

効率化」「協働、連携による取組の推進」を基本方針として、行財政改革に取り組んで

きました。 

 

 

 



3 

 

≪第１次から第４次行財政改革効果額≫ 

※  第４次行財政改革の実績及び達成率は、令和３年度から令和６年度までの４年間の数値 

 

第４ 第４次登米市行財政改革の検証と課題 

(1) 持続可能な財政運営の推進 

① 財政健全化の推進 

本市の財政状況は、普通交付税の減額などの影響により、歳入の減が見込ま

れたことから、「財政健全化中期行動計画（令和元年度～令和５年度）」に取り

組むとともに、長期財政計画を更新し「持続可能な財政基盤の確立」、「次世代

に大きな負担を残さない健全な財政運営」への移行に向けた取組を推進し、適

正な財政規模への移行及び地方債残高の抑制に努めてきました。 

しかしながら、人口減少や少子高齢化の進行、公共施設等の老朽化、持続可

能なまちづくりに向けた新たな課題への対応など、今後も財政健全化に向けて

継続して取り組む必要があります。 

 

② 行政サービスの負担水準の適正化 

受益者負担の原則を踏まえ、「公共施設の施設使用料」「検診料」「し尿収集運

搬処分手数料」「有機センターの利用者負担」「窓口証明手数料」「放課後児童ク

ラブの負担金」「市民バス運賃」の見直しを行いました。 

今後も、利用する方と利用されない方との負担の公平性の観点から、使用料・

手数料等については、定期的な見直しに取り組む必要があります。 

 

③ 公共インフラの適正な管理 

本市は、合併により多くの公共施設を引き継いでおり、今後、多数の施設が

更新時期を迎えることにより多額の更新費用が必要となることや、人口減少な

どによる施設に対する市民ニーズの変化などの課題を抱えていることから、人

口減少や少子高齢化なども踏まえた、「公共施設等総合管理計画及び個別計画」

を策定し、長期的な視点を持って、更新、統廃合、長寿命化などに取り組んで

きました。 

計画期間 
効果額 

目標 実績 達成率 

第１次行財政改革（H18～H22） 4,184,630 千円 3,227,927 千円 77.1％ 

第２次行財政改革（H23～H27） 4,087,858 千円 5,205,401 千円 127.3％ 

第３次行財政改革（H28～R2） 4,027,484 千円 4,543,441 千円 112.8％ 

第４次行財政改革（R3～R7） 5,998,689 千円 6,193,752 千円 103.2％ 

計 18,298,661 千円 19,170,521 千円 104.7％ 
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また、道路や橋梁についても、予防保全的な修繕や延命化などに取り組み、

ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、新設整備については、緊急性や

重要性等を考慮したうえで取り組んできました。 

今後も、公共施設の建設に当たっては、複合化・多機能化を推進するととも

に、道路や橋梁については、予防保全的な修繕や延命化の取組を継続し、公共

施設等の最適な配置と管理を進める必要があります。 

 

④ 税収・税外収入の確保 

新たな財源として、公共施設等を活用した広告掲載、ふるさと応援寄附金の

推進等に取り組んできました。 

また、「登米市公有財産利活用基本方針」に基づき、未利用財産の売り払いや

貸付を推進するとともに、債権確保対策の強化として、市税や住宅使用料等の

収納率向上対策にも取り組みました。 

今後も、財源の掘り起こしや収納率向上に取り組む必要があります。 

 

(2) 行政運営の効率化  

① 人口変動、社会情勢に適応した行政組織の構築 

多様化・高度化する市民ニーズに対応できる柔軟で機動的かつ効率的な組織

体制の構築を図るため、組織改編を行ってきました。 

また、職員をより優先度の高い施策の遂行や問題解決のために振り向けるな

ど、行政需要の変化に対応した任用・配置を行うとともに、職員研修の充実を

図り、自立行動型の職員の育成に取り組んできました。 

今後も、複雑化する行政課題に対応していく上で、市民との協働によるまち

づくりを進めるためには、更なる組織運営の効率化を図り、市民にとって分か

りやすく親しみやすい組織体制の構築に継続して取り組む必要があります。 

 

② スマート行政の推進 

行政サービス向上を図るため、基盤となる個人番号カード（マイナンバーカ

ード）の普及促進に取り組んできました。 

また、ＡＩなどの新しいデジタル技術の活用による業務の効率化を図るため、

会議録作成システムの導入、生成型ＡＩの実証実験を行いました。 

加えて、ＩＣＴを活用した効率的な業務運営を推進するため、庁舎のＷｉ－

Ｆｉ化を進め、パソコンをノートパソコンへ転換することで、庁舎内での端末

移動を可能とし、会議や打ち合わせのペーパーレス化を図るとともに、会議室

等へ大型モニターを設置し、会議時の紙資料の削減を図りました。 

今後も、新技術を活用した取組を推進し、行政サービスの向上や業務の効率

化に取り組む必要があります。 
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③ 経費の節約、業務の効率化の推進 

公用車購入経費・維持管理経費の削減を行うため、軽自動車への切り替えを

進めたほか、新たに国の補助等を活用した電気自動車やプラグインハイブリッ

ト車の導入を進め、イニシャルコストや維持管理費などの経費削減を図りまし

た。 

また、公共施設等においては、ＬＥＤ化を進め、電力消費量や長寿命化によ

る経費削減に取り組みました。 

今後も、経費の節約に継続的に取り組む必要があります。 

 

(3) 協働、連携による取組の推進 

①  市民活動の支援によるまちづくりの推進 

人口減少及び高齢化の著しい社会情勢において、市民と行政の協働のもとに

地域の維持活性化を図るため、集落支援員やコミュニティ組織の職員及び役員

等の育成支援に取り組みました。 

また、市政に対する市民理解を深めるため、メール配信サービスやＬＩＮＥ、

ＳＮＳなどの登録周知に努めたほか、市民の意見を市政に反映させるため、パ

ブリックコメント制度や市政モニター制度の活用に努めました。 

今後も、多様化する市民ニーズに対応するため、市民との協働によるまちづ

くりに取り組む必要があります。 

 

②  公民連携の推進 

保育園・幼稚園の民営化を推進するとともに、施設整備に当たっては、民間

の認定こども園に対する支援を行いました。 

また、放課後子ども教室と放課後児童クラブの民営化を検討するとともに、

放課後児童クラブを全ての小学校で実施したほか、利用者負担の適正化の観点

から負担金を徴収することとしました。 

このほか、民間のノウハウを活用し、市民サービスの向上やコスト削減を図

る観点から、指定管理者制度の適正な運用に努めました。今後も、民間活力を

生かした市民サービスの向上に取り組む必要があります。 

 

③ 自治体間連携の推進 

みやぎ電子申請サービスの維持管理を行うとともに、市町村消防の広域化の

観点から、高機能消防指令センターの共同運用を進め、共同化によるコスト削

減及び人員の効率的な配置を図ることとしました。 

引き続き、近隣自治体等との連携に取り組む必要があります。 
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第５ 本市を取り巻く状況 

（１） 人口減少及び少子高齢化の進行 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、現状のまま人口減少が続く場

合、本市の人口は、令和 12年に 63,390人に、令和 27年には 48,629人まで減少

するとされており、今後、人材の確保がより困難となることが予想されます。 

また、高齢化と併せて生産年齢人口が減少し、税収減と高齢化率の上昇に伴う

医療・介護などの社会保障費が占める割合が高くなることが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

R1 R6 R7 R12 R17 R22 R27 R32

総人口 78,596 71,919 68,708 63,390 58,371 53,522 48,629 43,781

高齢者人口 26,938 27,351 26,943 26,116 24,428 23,254 22,479 21,484

生産年齢人口 42,984 37,429 35,001 31,864 29,492 26,299 22,556 19,114

年少人口 8,674 7,139 6,764 5,410 4,451 3,969 3,594 3,183

高齢化率 34.3% 38.0% 39.2% 41.2% 41.8% 43.4% 46.2% 49.1%

8,674 7,139 6,764 5,410 4,451 3,969 3,594 3,183 
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（資料：R1、R6は住民基本台帳（12月末現在）の数値、R7以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計から作成） 
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(2) 人口と市税等の状況 

本市の人口は、合併時と比較して 1万９千人以上減少したものの、市税収入は、

合併時に比べて平成 29 年度では 10％程度上昇し、以降は横ばいの傾向にありま

す。 

財政面を見ると、歳出の義務的経費である人件費は、行財政改革や定員適正化

計画などの取組により減少した一方、扶助費は、高齢化等の影響で、合併時の２

倍以上に増加しています。 

 

 

 

H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人口 91,083 88,844 86,667 85,650 84,474 82,816 81,094 78,596 77,392 76,120 74,795 73,338 71,919

市税 66.0 71.2 70.2 68.0 74.5 74.0 77.8 77.3 77.5 76.6 77.4 78.3 75.3

人件費 106.5 104.8 98.5 92.6 82.7 79.9 77.7 75.4 76.9 76.6 75.1 75.8 81.0

扶助費 32.2 37.5 41.5 58.0 57.4 64.8 72.2 74.5 74.8 92.1 80.9 83.4 90.3

公債費 53.8 58.9 56.1 54.6 55.7 47.5 44.6 43.3 45.3 46.5 48.9 48.1 47.1
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(単位：人)(単位：億円)

（資料：人口：住民基本台帳（各年12月末現在） 財政状況：H17～R6決算統計）
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(3) 基金及び地方債残高の状況 

① 基金の状況 

自主財源の割合が 30％に満たない本市においては、歳入の大半を国からの地

方交付税等の依存財源に頼っているほか、基金残高は平成 27 年度をピークに

減少傾向にあります。 

 

 

② 地方債残高の推移 

地方債残高は、平成 27 年度から増加に転じていましたが、令和元年度の約

522 億円をピークに令和２年度以降は再び減少に転じ、令和６年度末で約 434

億円となっています。 

これは、登米市財政健全化基本方針に基づき、地方債残高の抑制に向けた取

組として、令和２年度から地方債の償還額を上回らないよう借入額を低く設定

したことによるものです。 

 

3,199 3,610 3,727 
5,075 5,426 

7,033 
6,191 

5,128 5,468 5,051 4,321 4,429 4,207 

1,183 
1,202 1,782 

2,922 
3,478 

3,208 

2,495 

1,856 
2,138 2,828 

2,356 1,840 
1,346 

800 
2,322 

2,634 
2,670 2,711 

2,732 
2,644 

2,651 
3,001 2,304 

1,770 

3,991 

6,900 

4,789 
3,893 

2,985 
3,074 

3,449 

2,977 
2,265 

2,090 

997 978 968 

958 

989 1,002 
1,008 

1,008 
1,008 

1,008 

982 

982 
982 

8,380 8,094 8,247 

12,946 

16,793 16,832 
15,909 

13,611 
14,358 

15,047 

13,368 

12,160 
11,276 

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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14,000

16,000

18,000

H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R2 R3 R4 R5 R6

一般会計基金残高の推移

財政調整基金 減債基金 未来のまちづくり基金 その他特定目的基金 定額運用基金

(単位：百万円)

5,378 5,887 5,614 5,464 5,571 4,754 4,355 4,333 4,526 4,649 4,893 4,806 4,713 
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5,486 5,480 

3,644 3,529 

5,544 5,677 
5,292 

3,920 

2,982 

2,526 2,400 2,239 

47,854 
49,934 

51,746 
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51,045 
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50,284 
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地方債残高（年度末時点）

地方債（借入）

公債費（償還）

(単位：百万円)地方債（借入）、公債費（償還）
(単位：百万円)地方債残高

（資料：H17～R６決算に係る主要施策の成果説明書） 

（資料：H17～R６決算統計） 
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(4) デジタル技術の浸透によるライフスタイルの変化 

近年のデジタル技術の発展により、国民のほとんどがスマートフォンを活用し

て情報を収集・発信し、様々なサービスを享受することができる状況となってい

ます。 

今後、更にフロントヤード（行政窓口等）のデジタル化を進めるとともに、バ

ックヤード（内部事務処理）の効率化の取組を推進していく必要があります。 

  
85.6%

83.7%

96.9%

97.8%

98.8%

98.1%

96.9%

90.4%

69.8%

33.1%

全 体

6～12歳

13～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

②年齢階層別インターネット利用率（R6 ）

74.4%

46.8%

30.6%

25.5%

19.5%

9.0%

2.0%

スマートフォン

パソコン

テレビ

タブレット型端末

家庭用ゲーム機

携帯電話（スマー

トフォンを除く）

その他

③インターネット利用端末の種類（R6）

（総務省「令和６年通信利用動向調査」から作成） 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

固定電話 79.1 75.7 75.6 72.2 70.6 64.5 69.0 68.1 66.5 63.9 57.9 54.9

モバイル端末全体（携帯電話・スマー

トフォン）
94.8 94.6 95.8 94.7 94.8 95.7 96.1 96.8 97.3 97.5 97.4 97.0

うち スマートフォン 62.6 64.2 72.0 71.8 75.1 79.2 83.4 86.8 88.6 90.1 90.6 90.5

パソコン 81.7 78.0 76.8 73.0 72.5 74.0 69.1 70.1 69.8 69.0 65.3 66.4

79.1 

54.9 

94.8 
97.0 

62.6 

90.5 

81.7 

66.4 

50
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70

80

90

100

①主な情報通信機器の保有状況（全国）
（％）
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(5) 公共施設等の状況 

本市は、合併前に整備された多くの施設を有し、公共施設等総合管理計画にお

ける施設数は 655施設であり、設置目的やサービス内容が類似する施設も多く存

在しています。 

 今後、老朽化による建替えや大規模改修に要する費用が増大していくものと見

込まれることから、公共施設等総合管理計画個別計画等に基づき、最適な配置と

効果的な管理を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 施設数 棟数 面積（㎡） 

市民文化施設 39 83 47,725 
社会教育施設 18 32 11,551 
ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 56 99 46,459 
産業施設 38 56 35,124 
学校教育施設  39 204 155,228 
子育て支援施設  24 47 16,765 
保健・福祉施設 22 32 15,164 
行政施設 227 252 45,037 
公営住宅 73 403 67,792 
公園 65 101 5,026 
供給処理施設（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ等） 5 15 19,467 
その他（斎場、旧学校施設等） 49 92 26,301 

合計 655 1,416 491,639 

（資料：登米市公共施設等総合管理計画・令和４年３月改訂版） 

※パーセンテージ

は公共施設全体に

占める施設分類の

床面積割合です。 

建物公共施設の延床面積等の状況 
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(6) 脱炭素社会の実現 

国は「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」を宣言し、脱炭素化

に向けた取組を進めています。 

また、本市においても、2022年に「2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロ

にする」ことを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明しており、「第三次登米市

地球温暖化対策地域推進計画」に掲げる温室効果ガスの削減目標を達成するため、

「省エネルギー活動の推進」や「再生可能エネルギー利用の推進」などの取組を

進める必要があります。 

なお、「第三次登米市地球温暖化対策地域推進計画」では登米市役所の取り組

むべき目標として、温室効果ガス排出量を、2013年度を基準年度として、2030年

には 50％削減、2050 年には温室効果ガス排出量を実質ゼロとするカーボンニュ

ートラルの達成を設定しており、温室効果ガスの排出量削減に継続して取り組ん

でいく必要があります。 

  【カーボンニュートラルとは】 

【登米市役所の削減目標】 

年度 
基準年度 

2013年度 

短期目標年度 

2030年度 

長期目標年度 

2050年度 

排出量（t-CO2） 31,644.8 15,822.4 3,480.0 

削減量（t-CO2） － 15,822.4 28,164.8 

※2050年度の排出量については、基準年度における市全体の排出量に対する森林吸収量の割合から算定 

 
 
  

2013年度 2030年度 2050年度

排出量
31,644.8t-CO2

排出量
15,822.4t-CO2

3,480.0t-CO2

削減目標

50％

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理な

どによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味してい

ます。 

出典：環境省ウェブサイト「脱炭素ポータル」 

 

 

（資料：第三次登米市地球温暖化対策地域推進計画） 
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第６ 第５次登米市行財政改革大綱の基本理念・基本方針・重点項目 

１ 基本理念 

少子高齢化による生産年齢人口の減少や公共施設の老朽化、多様化する市民ニーズ

への対応など、本市においても、引き続き多くの財政需要が見込まれます。 

 こうした状況の中で、財政の健全性を維持しながら、市民ニーズや社会情勢に的確

に対応し、本市が将来にわたり持続的に発展していくための取組が求められています。 

このため、本大綱は、第４次行財政改革大綱から継続すべき取組に加え、脱炭素社

会に向けた「ゼロカーボンシティ」実現に関する取組、社会環境の変化に伴う行政需

要に的確に対応した、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）1に関する取組を加

えて策定します。 

本大綱では「未来につなげる行財政改革 ～変革への挑戦～」を基本理念として掲

げ、職員一人一人が経営感覚を持って取組を進めます。 

 

２ 基本方針 

第５次行財政改革大綱を確実に実行するため、「持続可能な財政運営の推進」「効

果的かつ効率的な行政運営の推進」「協働、連携による取組の推進」の３つを基本方

針として行財政改革を推進します。 

 また、この３つの基本方針を具体化するため、重点項目を設定して改革を推進しま

す。 

(1)  持続可能な財政運営の推進 

① 財政健全化の推進 

② 行政サービスの負担水準の適正化 

③ 公共インフラの適正な管理 

④ 財源の確保 

(2)  効果的かつ効率的な行政運営の推進 

① 人口変動、社会情勢の変化に対応した行政組織の構築 

② デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

③ ゼロカーボンシティ実現に向けた取組の推進 

④ 業務効率化、経費の節約の推進 

(3)  協働、連携による取組の推進 

① 市民活動への支援によるまちづくりの推進 

② 公民連携及び自治体間連携の推進 

                                               
1 デジタルトランスフォーメーション 

行政サービスにおける利便性の向上や業務効率化、システムの高度化のための基盤を整えること。 
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３ 重点項目 

基本方針(1) 持続可能な財政運営の推進 

財政指標等を意識し、社会経済情勢の変化に対応した健全な財政運営に、一

層取り組むとともに、総合計画の実現に向けた財源の確保に努めるほか、市有

財産の適正管理と有効活用により将来にわたって持続可能な財政運営を目指し

ます。 

 

① 財政健全化の推進 

〇 財政指標等に基づく健全な財政運営 

健全な財政運営を維持していくことは、未来に向けたまちづくりにとっ

て必要不可欠であることから、市民目線に立った創意と工夫により、「最

小の経費で最大の効果」が挙げられるよう、財政運営に取り組みます。 

今後も、少子高齢化や人口減少の影響などにより、市税収入や普通交付

税は大きな伸びが見込めない中、歳出では、老朽化した公共施設の維持補

修費の増額に加え、社会保障関係経費や物価高騰による経費の増加、新た

な課題への対応などが見込まれることから、地方債残高の抑制に向けた取

組を推進するとともに、効果的な行財政運営の構築と実行に努めていきま

す。 

    

〇 市単独事業の適正化 

所期の目的を達成した事業や効果の薄い事業については、縮小や廃止を

検討するとともに、引き続き見直しを進めます。 

    

〇 公営企業等の経営健全化 

下水道事業、病院事業への基準外の繰出金は財政的に負担が大きくなっ

ていることから、効率的な経営に努め、事業の健全化を引き続き進め、基

準外の繰出金の縮減を図ります。 

また、第三セクター等1についても、事業の状況等について、指導・監督

しながら、完全民営化に向けて取り組みます。 

 

② 行政サービスの負担水準の適正化 

〇 公共施設の使用料・手数料の適正化 

公の施設の使用料・手数料及び減免制度については、受益者負担の原則

の下、定期的なコストの再計算による使用料・手数料等の適正化に引き続

き取り組みます。 

                                               
1 第三セクター等 

市が出資又は出捐する法人 
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〇 行政サービスの維持に係る負担の適正化 

「検診料」「し尿収集運搬処分手数料」「有機センター使用料」「窓口

証明手数料」「放課後児童クラブ負担金」「市民バス運賃」などについて

は、令和６年度までに見直しを実施したところですが、持続的なサービス

の提供を図る観点から、その他の使用料・手数料を含めて負担割合につい

て検証に取り組みます。 

 

③ 公共インフラの適正な管理 

〇 公共施設等総合管理計画の推進 

公共施設については、公共施設等総合管理計画個別計画の下で公共施設

等の最適な配置と管理を推進することとしており、平成 27年度を基準年と

して、令和 17年度までの 20年間で 25％の保有総延床面積の縮減を図るこ

とを目標としています。 

このことから、目標達成に向けた個別計画の着実な推進に努めます。 

また、公共施設の整備に当たっては、効率的かつ効果的な活用ができる

よう、原則、複合化、多機能化を検討することとします。 

なお、新たな公共施設の整備に当たっては、総工費における一般財源だ

けでなく、その後に見込まれる毎年の地方債の償還額、維持費用、修繕費、

解体費を基に検討を行うことのルール化（費用総額の見える化）に取り組

みます。 

 

〇 社会インフラの適正な管理 

老朽化が進む道路、橋梁については、計画的な修繕、長寿命化を図ると

ともに、予防保全に取り組みます。 

また、新たに整備する社会インフラについては、特定財源を最大限活用

することとします。 

 

④ 財源の確保 

〇 債権確保策の強化 

納税意識の高揚、口座振替を含めたキャッシュレス納付の更なる推進、

職員のスキルアップ等により、市税・使用料等の滞納額縮減、収納額向上

に取り組みます。 

 

〇 財源の創出 

新規立地による税収増加を図るため、企業誘致を進めるほか、ふるさと

応援寄附金については、更なる増額を目指して取組を進め、地方創生応援
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税制（企業版ふるさと納税）1、ガバメントクラウドファンディング2などに

も積極的に取り組みます。 

また、広報紙、ホームページ、バス停への広告掲載に加え、公共施設へ

のネーミングライツパートナーの拡大など、公共施設等を活用した税外収

入の確保を進めるとともに、国・県等の補助制度の把握や活用に取り組み

ます。 

さらに、本市が保有する各種の基金を一体的に、確実かつ効率的に運用

し、運用益の増加を図ります。 

 

〇 未利用財産の売却等 

今後利用する見込みのない未利用財産となっている土地や建物等の資産

については売却や貸付を推進します。 

 

基本方針(2) 効果的かつ効率的な行政運営の推進 

人工知能（ＡＩ）などに代表されるデジタル技術を活用したデジタルトランス

フォーメーション（ＤＸ）に取り組み、行政サービスの向上や業務の自動化・省

力化を図ります。 

また、ペーパーレス化を推進し、行政内部事務の効率化による生産性の向上や

コスト削減に取り組むほか、業務プロセスの見直しなどによる事務改善に取り

組み、限りある行政資源の効率的かつ重点的な配分を目指します。 

加えて、温室効果ガス排出量削減の取組を推進し、カーボンニュートラルの実

現を目指します。 

 

① 人口変動、社会情勢の変化に対応した行政組織の構築 

〇 行政組織の効率化 

類似業務の整理・統合、将来の人口変動や社会情勢を見据えた事業の選

択と集中をより一層推進するとともに、市民と行政の役割を明確にし、行

政組織の効率化を進めます。 

 

〇 職員の育成 

職員研修の一層の充実を図り、限られた人員であっても多様化・高度化

する市民ニーズに的確に対応できる人材の育成に努めます。 

                                               
1 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

企業が寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取組を応援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みのこと。 
2 ガバメントクラウドファンディング  

地方自治体や政府が、インターネット上で実施事業やプロジェクトを具体的に示し、共感した人から寄附を募る仕組みのこ

と。 
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また、職員の政策立案能力や、自覚と責任を持って施策を遂行できる業

務遂行能力の向上を図るとともに、職員の能力を引き出し、意識を高める

ための取組を推進します。 

 

② デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

〇 行政デジタル化の推進 

行政窓口のデジタル化や行政手続のオンライン化を進め、行政サービス

の向上を図ります。 

また、健康保険証や運転免許証との一体化が進められているマイナンバ

ーカードは、デジタル社会の基盤となるものであり、保有率向上に向けて

利用シーンの拡大を推進するとともに、デジタル化を進める上で、デジタ

ル技術の恩恵を受けることができる方と受けることが難しい方との間に生

じる情報通信格差（デジタルディバイド）1への対策が重要であることから、

スマートフォン教室の開催などに取り組みます。 

 

〇 ペーパーレス化の推進 

ペーパーレス化は、ＤＸ推進の第一歩であり、電子データを前提とした

業務プロセスの見直しや手続のオンライン化等を円滑に進められるほか、

紙資源の節約、文書保管場所のコスト削減を図ることができます。 

このため、個々の行政事務について、可能なものからペーパーレス化を

進めるとともに、職員が使用するパソコンのノート型への完全移行や文書

電子決裁システムの整備などに取り組みます。 

 

〇 ＡＩ、ＲＰＡ等の導入の促進 

限られた行政資源の中で、持続可能な行政サービスを提供していくため

には、定型的な作業をＡＩやＲＰＡ2などのデジタル技術を活用して、自動

化するなどの業務効率化を進める必要があります。 

国においてもデジタル化を進めるに当たって、デジタル技術の投入に合

わせた業務プロセスの見直しが推奨されていることから、生成ＡＩ、ＡＩ

チャットボット、ＡＩ-ＯＣＲ、ＲＰＡ等の有効活用に取り組みます。 

 

 

 

                                               
1 デジタルディバイド 

デジタルディバイド（digital divide）とは、インターネットやコンピュータなどの情報通信技術（ＩＣＴ）へのアクセス

や利用の程度によって生じる社会的な格差 
2 ＲＰＡ 

「Ｒobotics Ｐrocess Ａutomation」の略。ソフトウェアロボットが事前に作成したシナリオに基づきプログラムを実行す

る仕組みのこと。 
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③ ゼロカーボンシティ実現に向けた取組の推進 

〇 温室効果ガスの排出量削減の推進 

本市では、地球温暖化対策のため、「第三次登米市地球温暖化対策地域

推進計画」に掲げる省エネルギー活動や再生可能エネルギー利用などに市

民、事業者、行政の一体的な取組を推進し、2050年までに温室効果ガス排

出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指します。 

行政の取組として、公共施設における照明灯のＬＥＤ化、太陽光発電等

の設置、再生可能エネルギーの導入支援、公用車への低公害車の導入に引

き続き取り組むほか、森林環境譲与税を活用した森林整備やネット・ゼロ・

エネルギー・ビル（ＺＥＢ化）1に取り組み、温室効果ガスの排出量削減を

図ります。 

 

④ 業務効率化、経費の節約の推進 

〇 業務の効率化による経費の節約等 

共通物品（消耗品）の一元的な購入などによる経費の削減に取り組みま

す。 

 

基本方針(3) 協働、連携による取組の推進 

人口減少や少子高齢化が益々進行する中、市民ニーズは多様化、高度化してお

り、行政単独で全ての課題解決を図ることは困難であり、市民や市民活動団体、

企業、ＮＰＯなどの多様な主体が、それぞれの持つ知識や経験を活かしながら、

単独では成し得なかった地域課題の解決に向けて連携・協力して取り組み、とも

に地域を支えていく協働によるまちづくりの推進を目指します。 

また、民間のアイデアやノウハウを活用することで利用者サービスの向上に繋

がるよう、民間及び近隣自治体との連携に取り組みます。 

 

① 市民活動への支援によるまちづくりの推進 

〇 地域の担い手の育成 

地域のことは地域で考え、地域自らの責任で決めるという自治の考えの

下、地域の特性を活かした地域づくりを進めるためには、コミュニティ組

織、公益的な活動を行うＮＰＯ法人や市民活動団体等の発展が必要であり、

コミュニティ組織へ集落支援員を配置し、地域の課題解決や地域特性を活

かした地域づくりに取り組みます。 

また、「とめ市民活動プラザ」と連携し、コミュニティ組織やＮＰＯ法人、

市民活動団体の市民活動及び地域づくり活動の活性化を図ります。 

                                               
1 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ化） 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する

年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物 
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〇 市政への市民参加の促進 

市民がまちづくりに参加しやすい環境の整備と、より多くの市民の意見

がまちづくりに反映される取組、市政情報の公開や広報・広聴活動、市民

意向調査を推進し、市民との市政情報の共有を図るとともに、市長へのメ

ールや提言箱、パブリックコメント等を通じて、市民参加によるまちづく

りに取り組みます。 

また、出張市役所、市政情報の公開、広報紙、ホームページ、メール発

信、コミュニティＦＭ放送やＳＮＳ等を活用して、市民との情報共有を図

ります。 

 

② 公民連携及び自治体間連携の推進 

〇 民間委託・民営化の推進 

市が担ってきた行政サービスを民間事業者が提供することにより、サー

ビスの向上や経費の節減に繋がる場合は、業務のチェック体制を確保しな

がら、積極的に民間活力の活用を推進します。 

 

〇 事業の共同実施・広域連携の推進 

近隣自治体と連携することで、住民の利便性向上、経費の削減、事業の

効率化が期待できることから、共同化、施設の共同運用などについて検討

します。 
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第７ 第５次登米市行財政改革大綱の進め方 

１ 推進体制と進捗管理   

（１） 推進体制 

①  行財政改革の推進に当たっては、職員一人一人が経営感覚を持ち、全職員 

が一丸となって改革を推進します。 

②  市長を本部長とする「行財政改革推進本部」及び関係次長等で組織する 

「行政管理改善委員会」において、効率的な運営を図ります。 

③  識見を有する方等による「行財政改革推進委員会」において、様々な視点 

から意見や助言をいただきます。 

 

（２） 進捗管理 

①  第５次登米市行財政改革大綱の実効性を確保するために、取組項目ごとに

実施計画（実行プログラム）を策定し、達成すべき目標や目標値及び期間や

期限を定め、毎年度ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を実施します。 

②  進捗状況については、市議会をはじめ広く市民に対して、広報紙やホーム

ページ等を通じて公表します。 

 

 

【行財政改革大綱に基づく実施計画策定後の推進体制】 
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２ 体系図  

 

 

基本理念 基本方針 重点項目 取組項目

未
来
に
つ
な
げ
る
行
財
政
改
革
　
～

変
革
へ
の
挑
戦
～

・公共施設の使用料・手数料の適正化

・行政サービスの維持に係る負担の適正化

（

３
）

協
働
、

連
携
に

　
　
よ
る
取
組
の
推
進

・ＡＩ、ＲＰＡ等の導入の促進

④業務効率化、経費の節約の推進

②デジタルトランスフォーメーション
（ＤＸ）の推進

（

２
）

効
果
的
か
つ
効
率
的
な
行
政
運
営

　
　
　
の
推
進

・業務効率化による経費の節約等

①人口変動、社会情勢の変化に対応し
た行政組織の構築

・地域の担い手の育成

・市政への市民参加の促進

・行政組織の効率化

・職員の育成

②公民連携及び自治体間連携の推進

・民間委託・民営化の推進

・事業の共同実施・広域連携の推進

①市民活動への支援によるまちづくり
の推進

③ゼロカーボンシティ実現に向けた取
組の推進

・行政デジタル化の推進

・ペーパーレス化の推進

・温室効果ガスの排出量削減の推進

（

1
）

持
続
可
能
な
財
政
運
営
の
推
進

・市単独事業の適正化

④財源の確保

・債権確保策の強化

・財源の創出

・未利用財産の売却等

・社会インフラの適正な管理

③公共インフラの適正な管理

・公共施設等総合管理計画の推進

①財政健全化の推進

・財政指標等に基づく健全な財政運営

・公営企業等の経営健全化

②行政サービスの負担水準の適正化
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